
 

 

 

JABMEE SENIOR誕生 

経過措置（第 4回）による JABMEE SENIORを 12名認定 

 

  
 JABMEE CPDでは、所定の単位（5年間で 250単位）を取得した方を対象に JABMEE SENIORとして
認定するものですが、2004年から 3年間に限り、「JABMEE SENIOR認定の経過措置」として、一定の
条件を満たしている建築設備士を対象に、審査により JABMEE SENIORとして認定することといたしま
した。 

 2月 10日の申請締切後、認定委員会および同評価WGにより厳正な審査を行ってきましたが、本年 3
月 13日の認定委員会の最終審査を経て、12名の方を JABMEE SENIORとして認定いたしました。 
 ここに、認定されました JABMEE SENIORのご氏名と勤務先を掲載し、JABMEE SENIORとして更な
るご活躍を期待いたします。（協会のホームページ http://www.jabmee.or.jp にも公開しています。） 
 なお、経過措置による次回の申請受付は、平成 18年 4月 1日～4月 30日の予定です。 

 

JABMEE SENIOR 認定者 12 名                                             50 音順  

 

氏  名 勤 務 先 

池田 信穗 （株）共同設備企画事務所 

今井 正樹 日本上下水道設計（株） 

小笠原 博 清水建設（株） 

片岡 正行 川崎設備工業（株） 

寺田 庄作 （株）昭和設計 

中野 晃治 （株）カンセツ 

増田 敏明 増田設備設計 

望月 正雄 （株）望月技術士事務所 

森本 英弘 大成設備（株） 

安岡 稔弘 四国電力（株） 

吉田 信夫 ㈱東畑建築事務所 

吉田 忠男 日新電機（株） 

 
以 上 

 

 経過措置によるJABMEE SENIOR認定の条件 

  1.  建築設備士の資格取得後、実務経験年数が10年以上であること。 

  2. 「建築設備士更新講習」を少なくとも1回は受講していること。 

  3.  当協会の正会員であり、かつ建築設備士の登録者であること。 

  4.  JABMEE CPDの参加者であること。 

  5.  (社)建築設備技術者協会が主催する「建築設備士総合講習」を受講していること。 

          ＊経過措置によるJABMEE SENIORの申請等に関するお問い合せは協会事務局へ。 


